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衆
議
院
議
員
塩
崎
恭
久
君
提
出
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
に
係
る
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
お
け
る
政
府
の
支
援
の

枠
組
み
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
塩
崎
恭
久
君
提
出
東
京
電
力
福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
に
係
る
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
お
け
る
政
府
の
支

援
の
枠
組
み
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
及
び
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
海
江
田
原
子
力
経
済
被
害
担
当
大
臣
の
答
弁
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。
）
に

対
す
る
金
融
機
関
の
貸
付
債
権
は
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
政
府
に
は
そ
の
放
棄
を
金
融
機
関
に
命
ず
る

法
的
根
拠
が
な
く
、
こ
れ
を
命
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
意
味
で
申
し
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
東
京
電
力
福
島

原
子
力
発
電
所
事
故
に
係
る
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
政
府
の
支
援
の
枠
組
み
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
三
年
五
月
十

三
日
原
子
力
発
電
所
事
故
経
済
被
害
対
応
チ
ー
ム
関
係
閣
僚
会
合
決
定
。
以
下
「
政
府
の
支
援
の
枠
組
み
」
と
い
う
。
）
を

具
体
化
し
て
い
く
に
当
た
っ
て
も
、
東
京
電
力
に
対
す
る
貸
付
債
権
の
放
棄
を
金
融
機
関
に
法
的
に
求
め
る
こ
と
は
考
え
て

い
な
い
。
な
お
、
政
府
が
支
援
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
国
民
的
な
理
解
を
得
る
た
め
に
は
、
東
京
電
力
が
「
全
て
の
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
」
に
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
政
府
の
支
援
の
枠
組
み
の
決
定
に
先
立
ち
、
平
成
二
十
三
年
五
月
十
日
に
、
東
京
電
力
が
「
全
て
の
ス

一



テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
協
力
を
求
め
、
と
り
わ
け
、
金
融
機
関
か
ら
得
ら
れ
る
協
力
の
状
況
に
つ
い
て
政
府
に
報
告
を
行
う
こ

と
」
を
、
東
京
電
力
に
確
認
し
て
い
る
。
お
尋
ね
の
枝
野
内
閣
官
房
長
官
の
発
言
は
、
当
該
確
認
事
項
を
踏
ま
え
、
政
府
が

東
京
電
力
に
公
的
資
金
の
注
入
等
の
支
援
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
的
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
こ
と
も
踏
ま
え
、
東
京
電
力
及
び
東
京
電
力
の
「
全
て
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
民
間
の
立
場
で
、
必
要
な
協
力
に
つ
い
て
判
断
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
発
言
に
お
い
て
は
、
国
民
の
集
合
体
と
し
て
の
抽
象
的
な
意
味
で
「
国
民
」
と
申
し
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
個

々
の
国
民
を
念
頭
に
申
し
上
げ
た
も
の
で
は
な
い
。

�
か
ら
��
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
枝
野
内
閣
官
房
長
官
の
発
言
は
、
政
府
の
支
援
の
枠
組
み
は
、
東
京
電
力
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
及
び
福

島
第
二
原
子
力
発
電
所
の
事
故
の
被
害
者
に
対
す
る
賠
償
金
の
支
払
等
の
直
接
の
負
担
を
東
京
電
力
以
外
の
原
子
力
事
業
者

に
求
め
る
も
の
で
は
な
い
と
の
意
味
で
申
し
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
御
指
摘
の
海
江
田
原
子
力
経
済
被
害
担
当
大
臣

の
答
弁
は
、
政
府
の
支
援
の
枠
組
み
は
、
原
子
力
事
業
に
係
る
巨
額
の
損
害
賠
償
を
負
う
可
能
性
が
あ
る
全
て
の
原
子
力
事

二



業
者
が
、
相
互
扶
助
の
観
点
か
ら
、
本
来
あ
る
べ
き
原
子
力
発
電
の
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
た
も
の

で
あ
る
と
の
意
味
で
申
し
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
枝
野
内
閣
官
房
長
官
の
発
言
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

��
に
つ
い
て

東
京
電
力
の
社
債
権
者
も
、
東
京
電
力
の
「
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
」
に
含
ま
れ
る
。

��
に
つ
い
て

政
府
が
東
京
電
力
を
支
援
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
お
尋
ね
の
「
社
債
権
者
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
債
権
カ
ッ
ト
」
を
前
提

条
件
と
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
政
府
と
し
て
は
、
東
京
電
力
及
び
東
京
電
力
の
「
全
て
の
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
」
が
、
そ

れ
ぞ
れ
民
間
の
立
場
で
、
必
要
な
協
力
に
つ
い
て
判
断
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

��
に
つ
い
て

株
式
の
上
場
に
つ
い
て
は
、
金
融
商
品
取
引
所
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

三


